
 

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 ５，０００万円以下又は従業員  ５０人以下 

 資本金 ５，０００万円以下又は従業員 １００人以下 

 資本金     １億円以下又は従業員 １００人以下 

 資本金     ３億円以下又は従業員 ３００人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

（※） 計画（変更）届の提出は郵送による提

出が可能です（郵送事故防止のため、必ず簡易

書留など配達の記録が残る方法で、郵送してく

ださい。その場合、変更の生じる前日までに到

達する必要があります。）。 

【産業雇用安定助成金 出向実施計画（変更）届（出向元事業主） 記載例】 

常時雇用する労働者の数は届出日現在、「２
か月を超えて使用される者であり、かつ、週当

たりの所定労働時間が当該企業の通常の従業
員と概ね同等である者」の数を記入してくだ
さい。 

（参考） 
２か月を超えて使用される者とは実態とし
て２か月を超えて使用されている者のほ

か、それ以外の者であっても雇用期間の定
めのない者及び２か月を超える雇用期間の
定めのある者を含みます。 

 
週当たりの所定労働時間が当該企業の通常
の従業員と概ね同等である者とは、現に当

該企業の通常の従業員の週当たりの労働時
間が40時間である場合は概ね40時間である
者をいいます。 

出向元事業主が対象期間の初日の前日（可
能であれば２週間前）（天災その他当該期日ま

でに提出しなかったことについてやむを得な
い理由があるときは、当該理由のやんだ後1か
月が経過する日）までに提出していただくよ

うお願いします。出向先事業所の増加・変更、
出向労働者の変更、出向労働者数の増加、出
向期間の延長、賃金類型、支給申請頻度に変

更を生じたときは、その変更が生じる前日（天
災その他当該期日までに提出しなかったこと
についてやむを得ない理由があるときは、当

該理由のやんだ後1か月が経過する日）までに
速やかに変更内容を届けてください。 
 ただし、事務担当者職・氏名、出向予定労

働者、予定期間の範囲内で減少する変更の場
合は変更届の提出を省略できます。 

P.18の「日本標準産業分類」を参考に、出向
元事業所の主たる事業の大分類を記載してく
ださい。 

【添付書類】 
○確認書類(1) 労働組合等との協定書 

① 出向の実施について労働組合等との間で締結した協定書 

※P.24の記載事項が記載されている必要があります。 
② 労働者代表の確認のための書類 

(ｱ) 労働組合がある場合 

組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類 
(ｲ) 労働組合がない場合 
「労働者代表選任書」、「委任状」などの書類（労働者代表及

び労働者により氏名等を記載されたもの。） 
○確認書類(2) 事業所の状況に関する書類 

① 生産指標の確認のための書類 

生産量要件を比較する期間（出向初期経費の上乗せについては該
当する場合のみ）の、月ごとの売上高、生産高又は出荷高を確認で
きる「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類 

② 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類 
(ｱ) 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所
定労働時間等や、賃金締切日等の賃金制度の規定を確認でき

る「就業規則」「給与規定」などの書類 
(ｲ) 出向を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場
みなし労働時間制又は裁量労働制をとっている場合は、(ｱ)に

加えて、そのことに関する労働組合等との協定書（企画業務
型裁量労働制の場合は労使委員会の決議書）又はその監督署
へ届け出た際の届出書の写し 

③ 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のため
の書類 

従業員数が（※）の表の人数を上回るものの、資本金が（※）

の表の金額以下であることで中小企業に該当する場合等に次の
書類を提出していただくことがあります。 
(ｱ) 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」

「登記事項証明書」「法人税確定申告書」などの書類 
(ｲ) 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会
社組織図」などの書類 

 
○確認書類(3) 出向契約に関する書類 

① 出向の実施について出向先事業主との間で締結した出向契約

書 
「出向契約書」（P.25に示す事項が盛り込まれていること） 
② 出向労働者が出向に同意していることの確認のための書類 

各出向労働者本人が出向することについて同意している旨を確
認できる、「出向に係る本人同意書」（様式第５号） 
 

 
（注）添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂
く場合もありますので御了承ください。 

また、提出いただいた添付書類について、出向の実施状況の確認等の
ために実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケート調
査等において使用させていただくことがあります。 

②（１）の期間
中に支給を受

ける（予定を
含む）助成金
等の有無及び

有の場合はそ
の助成金等の
名称を記載し

てください。 
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